


      

 

（２）（１）の申し出を行うにあたっては、タクシー事業者より、配車依頼件数（時間

帯毎）、承諾件数（時間帯毎）など、タクシーが不足していることが把握できる

運行実績を収集し、提出させること。 

（３）タクシー事業者から（１）の申し出があった場合には、当該営業区域内のタクシ

ー事業者にその旨を周知することとし、申し出を行ったタクシー事業者以外の

タクシー事業者から運行実績の提出があった場合には、同実績も斟酌すること

とする。 

 

３．モニタリング 

（１）営業収入による確認 

１．又は２．の拡大を受けて日本版ライドシェアを実施するタクシー事業者は、

１．又は２．の拡大前後のタクシー１台あたりの営業収入を比較し、減収となっ

ていないか確認することとする。 

（２）実車率による確認 

１．又は２．の拡大を受けて日本版ライドシェアを実施するタクシー事業者は、

１．又は２．の拡大前後のタクシー実車率を比較し、実車率が低下していないか

確認することとする。 

（３）実施状況の報告 

（１）及び（２）を確認するため、１．又は２．の拡大を受けて日本版ライドシ

ェアを実施するタクシー事業者は、以下の項目について、毎月 10 日までに前月

分の数値を管轄の運輸支局等に報告することとする。 

なお、１．又は２．の拡大を受けて自家用車活用事業を実施するタクシー事業者

以外の事業者からも項目の提出があった場合には、同内容も斟酌することとす

る。 

＜提出を求めるデータ＞ 

①タクシー車両 
日車営収（月毎）、実車率（走行キロ／実車キロ）（月毎）、配車依頼件数（日

毎）、承諾件数（日毎）、 

※前年同月のデータも求める。 

②自家用車 

稼働車両数（日毎）、運行回数（日毎）、 

（４）（１）、（２）、（３）その他地方運輸局が求める情報を踏まえ、必要に応じ本省等

と調整の上、供給過剰が発生するおそれがあると判断した場合は、使用可能車両

数を減じることとする。 

 


